
 

改定後 改定前 

第 7条（ご利用代金の支払い） 

（略） 

２．前項の支払いのうち iD加盟店での利用

に係る支払期日及び支払金額等は、原則と

して 1 回払いに関する会員規約を準用しま

す。ただし、決済用カードの支払区分が「い

つでもリボ」および「あとからリボ」の場合

は会員規約第 32条の定めに基づき支払い、

「リボ払い専用カード」、「安心オプション」

および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約

の定めに基づき支払うものとします。また、

利用後に当該利用代金を分割払いに変更す

る方法の場合は、会員規約第 33条の定めに

基づき支払うものとします。 

第 7条（ご利用代金の支払い） 

（略） 

２．前項の支払いのうち iD加盟店での利用

に係る支払期日及び支払金額等は、原則と

して 1 回払いに関する会員規約を準用しま

す。ただし、決済用カードの支払区分が「い

つでもリボ」および「あとからリボ」の場合

は会員規約第 32条の定めに基づき支払い、

「リボルビング専用カード」、「安心オプシ

ョン」および「マイ・ペイすリボ」の場合は

各特約の定めに基づき支払うものとしま

す。また、利用後に当該利用代金を分割払

いに変更する方法の場合は、会員規約第 33

条の定めに基づき支払うものとします。 


